
子
供
の
命
を
守
る
奈
良
県
軟
式

野
球
連
盟
の
会
（
Ｃ
Ｌ
Ｐ
）
の
総

会
が
開
か
れ
、
野
球
チ
ー
ム
の
親

た
ち
が
子
供
の
安
全
に
力
を
合

わ
せ
よ
う
と
努
力
を
誓
っ
た
。 

四
月
二
十
七
日
、
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
に
て 

 

 

 

 

 

 

 

未来像実現へ 
リニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会平成２

４年度総会が開催された。 

 

４月２０日。ＪＲ はもちろん国土交通省、衆議院、

参議院の議員や秘書を来賓として迎えて奈良県、県内

市町村長、沿線他府県の代表者が一堂に集まった。東

京名古屋間の着手は先行するとしても、竣工開業は東

京大阪が一挙に開通することに意味があり、収益性を

高め、幹線交通システムとしてのメリットがある。 

奈良駅の駅設置場所についての要望も出され、今年の

大会は熱気に包まれた。田中ただみつ議員は、特別の

支障がない限り毎年この会に出席しており、リニア新

幹線の実現に向け声援を送っている。 

大都市に焦点 
4 月 24 日公益法人 都市活力研究所の主催する｛ま

ちづくり・すまいづくりトーク第 1 回｝「これからの

都市再生を考える」が開催され参加した。大阪の立場

関西の経済界から、―あらたな展開が始まりつつある

「都市再生」をテーマに取り上げます。産官学の様々

な立場から話題を提供いただくとともに、パネルディ

スカッションを通して、今後の都市のあり方を、様々

な視点から皆様と共に考えていきたい。―というのが 

 

主催者のねらい。都市再生の表題のもと、大阪府市の

発展を続けていくための具体論を、理事者を巻き込む

形で議論を展開していこうとする試みであった。出席

者は国土交通省近畿整備局建政部長、大阪市計画調整

局計画部長、株式会社三菱総合研究所地域研究本部主

席研究員、関西学院大学総合政策学部教授らの話題提

供やパネルディスカッションが行われた。 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県議会基本条例 
県議会では平成２２年１２月第３００回議会で奈良

県議会基本条例を制定した。そして、今６月奈良県議

会基本条例の解釈・運用を取りまとめ公表した。 

具体的な内容は、毎号少しずつ欄をつくり、掲載しま

すのでご高覧いただき、ご意見をお聞かせください。 

前文 
奈良県は、いにしえより「国のまほろば」と称され、

飛鳥時代から奈良時代にかけて都が置かれ、律令国家

としての形を整えた「日本のはじまり」の地である。 

 明治４年に大和一円を統括した奈良県は、明治９年

に堺県に合併され、更に明治１４年には奈良県を含ん

だまま堺県が大阪府に合併されたが、大和選出の府会

議員や有識者が中心となり、郷土の発展を願い、不屈

の精神と熱烈な郷土愛に燃えて奈良県再設置運動を

繰り広げ、明治２０年に再び奈良県を誕生させた歴史。 

            県政ネットワークの紙サ

イズを変えました。必ずし

も十分な報告レポートに

なっていないとの、反省が

あり、Ａ３サイズの記事作

成を試みました。 

 

県議会では、議会改革は県議 

会にとどまらず県内の市町村 

議会運営に大きくかかわるも 

のとして相互の共通した認識 

を、持つことが必要との思い 

からシンポジュームを開催し 

た。宇陀市、曽爾、御杖議会 

からの参加がありました。 

テーマは「これからの地方議 

会の在り方を考える」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内４自治体議会から意見発 

表と議論が交わされた。 

はじめての試みであり、今後 

も継続して開催することが大 

切だと感じました。 

政治改革にとどまらず、共通 

する政策課題での協議や取り 

組みが大切であるとの思いを 

抱いています。 

 奈良県誕生に力を尽くした先人の郷土愛、更に幾多

の先輩の諸活動を受け継ぎ、奈良県議会は、これまで、 

県勢の発展のために活動を行ってきた。 

現在、地方分権推進のさなかにあり、地方自治体の

自己決定権が拡大するなど、地方自治を取り巻く環境

が大きく変化している。県民の代表機関である議会は、 

県民がより質の高い政策を選択できるよう、県民の

意見を聞き、県政に反映させる機能を発揮するととも

に、議決権を有する機関として、及び知事その他の執

行機関を監視する機関として、その責務を自覚し、真

摯にその役割果たすことが求められている。 

このため、本県議会は、日本国憲法及び地方自治法

の精神にのっとり、県民の代表機関としてその信託に

こたえられるよう、議会のあるべき姿を明らかにする

とともに、県民に開かれた議会運営、議会の機能の強

化及び議会改革に努め、地方自治の確立に向けて取り

組むことを決意し、議会における最高規範として、こ

の条例を制定する。 

県政ネットワーク発行者 

発行人 田中ただみつ 

所在地 〒633-2166 

宇陀市大宇陀 

迫間５１－３ 

電 話 0745-83-1188 

ＦＡＸ 0745-83-3272 

 

 

 

平成２４年７月号 

議
会
改
革
推
進
会
議 

（
田
中
た
だ
み
つ
議
員
所
属
） 

議
論
進
む
県
議
会
の
改
革 

 



 

     

今
議
会
の
審
議
の
中
で
こ
れ
か
ら
の
一
年
間
の

運
営
に
か
か
わ
る
大
切
な
役
員
改
選
が
、
最
終
日
の

七
月
三
日
行
わ
れ
た
。 

田
中
惟
允
議
員
は
、
経
済
労
働
常
任
委
員

会
、
過
疎
・
南
部
振
興
対
策
特
別
委
員
会
の

所
属
と
な
っ
た
。 

議
案
、
理
事
者
側
報
告
、
議
会
各
委
員
長
報
告
等

が
議
了
し
た
後
、
議
会
役
員
改
選
に
移
っ
た
。 

会
派
間
の
交
渉
に
入
っ
た
時
に
は
、
議
長
候
補
や

副
議
長
候
補
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
主
流
派
を
構
成

す
る
自
民
党
会
派
と
民
主
党
会
派
の
議
員
会
長
会

談
で
議
長
、
副
議
長
の
調
整
が
行
わ
れ
た
。 

今
回
の
議
長
、
副
議
長
は
、
く
し
く
も
議
会
改
革

推
進
会
議
の
座
長
、
副
座
長
が
就
任
す
る
こ
と
と
な

り
、
こ
れ
か
ら
の
一
年
間
を
か
け
て
議
会
改
革
が
積

極
的
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
の
期
待
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
又
、
議
長
、
副
議
長
の
両
氏
と
も

四
期
目
の
議
員
で
世
代
交
代
を
印
象
付
け
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
成
っ
た
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医
療
を
中
心
と
し
た
ま
ち

づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
月
一
二
日
、
荒
井
知
事

が
、
県
立
病
院
を
改
築
す
る

に
当
た
り
、
県
立
病
院
と
ま

ち
づ
く
り
構
想
と
が
一
体

と
な
っ
て
地
域
の
発
展
に

ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

そ
し
て
、
専
門
家
の
目
か
ら

見
て
、
今
後
の
医
療
の
方
向

性
や
地
域
住
民
の
医
療
と

の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の

話
し
合
い
が
も
た
れ
た
。 

県
庁
の
副
知
事
を
は
じ

め
各
部
長
、
関
係
課
長
。
関

係
市
町
村
の
行
政
関
係
者

が
大
勢
参
加
し
て
、
特
に
県

立
奈
良
病
院
の
将
来
像
が

ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
熱

心
に
聞
い
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

過
疎
・南
部
地
域
振
興 

対
策
特
別
委
員
会
は
、

昨
年
の
台
風
被
害
を
被
っ
た
吉
野
郡
各
役
場
に
赴

き
、
そ
の
後
の
復
旧
や
復
興
が
順
調
に
進
め
ら
れ
て

い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
調
査
を
行
っ
た
。 

各
地
と
も
幹
線
の
国
道
は
仮
設
で
は
あ
る
が
従
来

通
り
の
通
行
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
支
線
の
県

道
、
村
道
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
通
行
止
め
の
個
所
も

あ
り
一
層
の
対
策
を
求
め
ら
れ
た
。 

 

う
す
が
見
え
て
き
ま
し
た
。（
五
月
二
十
一
日
） 

西
名
阪
に 

新
イ
ン
タ
ー 

 

七
月
四
日
西
名
阪
道
路
に
新
し
く
イ
ン
タ
ー
が
で

き
た
。
大
和
郡
山
の
昭
和
工
業
団
地
に
隣
接
す
る
形

と
な
っ
た
イ
ン
タ
ー
は
「
大
和
ま
ほ
ろ
ば
ス
マ
ー
ト

イ
ン
タ
ー
」
と
名
付
け
ら
れ
、
一
般
の
利
用
が
始
ま

っ
た
。 

政
策
勉
強

「
道
の
駅
」 

宇
陀
市
地
域
に
は
二
つ
の
道
の
駅
が
あ
る
。
す
で
に

両
方
と
も
指
定
管
理
者
が
運
営
を
行
っ
て
お
り
、
施

設
と
し
て
の
採
算
を
含
め
、
管
理
さ
れ
て
い
る
。 

道
の
駅
の
制
度
は
国
土
交
通
省
で
決
め
ら
れ
て
お

り
、
今
後
、
道
の
駅
の
老
朽
化
対
策
、
新
し
い
場
所

で
の
設
置
計
画
申
請
に
つ
い
て
（
国
道
二
四
号
線
奈 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     

政
策
勉
強 

「
犬
猫
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
」 

 

は
、
動
物
の
管
理
に
つ
い
て
、
狂
犬
病
対
策
と
し
て

の
鑑
札
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
を
変
更
す
る
予
定
は
な

い
と
の
つ
れ
な
い
返
事
で
あ
っ
た
。
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ

プ
に
つ
い
て
の
有
識
者
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
っ

て
か
ら
す
で
に
十
年
経
過
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ

り
、
こ
れ
か
ら
も
意
見
交
換
す
る
予
定
で
す
。 

   

県

議

会

報

告 
役 員 改 選 

議 長 上田 悟氏 
副 議 長  高柳忠夫氏 

 

農
林
業
の
被
害
に

つ
い
て
は
、
復
旧
、

復
興
の
支
援
や
取

り
組
み
が
土
木
部

と
比
較
し
て
遅
れ

て
い
る
こ
と
の
報

告
が
各
地
と
も
な

さ
れ
た
。
根
底
に

は
、
個
人
の
被
災
へ

の
救
済
、
後
継
者
不

足
、
個
人
の
再
投
資

へ
の
意
欲
等
、
農
業

の
抱
え
る
課
題
が

内
在
し
て
い
る
よ 

高柳副議長             上田議長 

 

良
市
内
で
な
ぜ
道
の
駅
は

設
置
さ
れ
て
い
な
い
の
か
）

等
、
担
当
者
に
制
度
の
内
容

を
調
査
し
た
。
道
の
駅
は
公

共
性
の
高
い
場
所
と
し
て

の
使
命
、
設
置
基
準
の
ル
ー

ル
等
、
国
の
考
え
方
や
設
置

者
の
取
り
組
み
方
な
ど
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

た
。（
四
月
十
一
日
） 

五
月
九
日
厚

生
労
働
省
を

訪

ね

た

。

犬
・
猫
の
管

理
の
手
法
と

し
て
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
の

装
着
を
以
前

か
ら
主
張
し

て
い
る
が
、

厚
生
労
働
省 

奈
良
県
東
部
を
よ
く
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

奈
良
県
の
南
部
振
興
計
画
が
東
部
地
域
に
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
奈
良
県

に
南
部
振
興
監
の
ポ
ス
ト
が
設
置
さ
れ
、
改
め
て
、
そ
の
振
興
計
画
の
中
で
、「
東
部
を
よ
く
す
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
会
議
」
が
県
庁
に
設
置
さ
れ
、
各
市
村
と
の
施
策
立
案
、
調
整
推
進
に
「
東
部
振
興
懇
話
会
」
を
設
置
し
、

再
三
会
議
を
開
催
し
て
い
る 


